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現 行 改正 備 考 

 

国立大学法人東京農工大学大学院連合農学研究科教育規則 

 

（平成１６年４月１日 制定） 

 

 

第 1条～第３条    省略 

 

（履修科目の申告） 

第４条 学生は、あらかじめ履修しようとする授業科目を所定の期間内に、主指導教

員を経て研究科長に提出しなければならない。 

２ 学生は、主指導教員が教育研究上有益と認めるときは、他の大学院の博士課程の

授業科目を履修することができる。この場合、当該授業科目を開講する部局長の承

認を受けた上、研究科長の承認を受けなければならない。 

 

 

（他の大学院の単位の修得） 

第５条 学則第７６条の規定により他の大学院の博士課程において修得した単位が

ある場合は、２単位を限度として、第３条第２項に規定する選択科目に算入するこ

とができる。 

 

 

 

 

第６条～第１３条    省略 

 

第１４条 省略 

２ 研究科に関する事務は、国立大学法人東京農工大学府中地区総務チームで処理す

る。 

 

   附 則  省略 

 

 

 

 

 

 

 

国立大学法人東京農工大学大学院連合農学研究科教育規則 

 

（平成１６年４月１日 制定） 

 

第 1条～第３条    省略（現行どおり） 

 

（履修科目の申告） 

第４条 学生は、あらかじめ履修しようとする授業科目を所定の期間内に、主指導教

員を経て研究科長に提出しなければならない。 

２ 学生は、主指導教員が教育研究上有益と認めるときは、本学の工学府、農学府、

生物システム応用科学府又は学部の授業科目を履修することができる。この場合、

当該授業科目を開講する部局長の承認を受けた上、研究科長の承認を受けなければ

ならない。 

 

 

（他の大学院等の単位の修得） 

第５条 学則第７６条の規定により他の大学院の博士課程において修得した単位があ

る場合は、２単位を限度として、第３条第２項に規定する選択科目の単位数に算入

することができる。 

２ 前条第２項の規定により本学の工学府又は生物システム応用科学府の博士後期課

程において修得した単位がある場合は、２単位を限度として、第３条第２項に規定

する選択科目の単位数に算入することができる。 

 

第６条～第１３条    省略（現行どおり） 

 

 

第１４条 省略（現行どおり） 

２ 研究科に関する事務は、国立大学法人東京農工大学府中地区事務部で処理する。 

 

  

   附 則  省略（現行どおり） 

 

 

   附 則（２４連教規則第１号） 

 この規則は、平成２４年４月１日から施行する。 

国立大学法人東京農工大学大学院連合農学研究科教育規則の一部改正 
国立大学法人東京農工大学大学院連合農学研究科教育規則を次のとおり改正する。 


